
○岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療一部負担金減免等取扱規則 

 

平成２０年４月１日  

広域連合規則第５号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「法」という。）第６９条第１項の規定に基づき、保険医療機関等（健康保険法（大正

１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関又は保険薬局をい

う。以下同じ。）に法第６７条第１項の規定による一部負担金を支払うことが困難であ

ると認められるものに対して岡山県後期高齢者医療広域連合が行う一部負担金の減額、

その支払の免除及びその徴収の猶予（以下「減免等」という。）について必要な事項を

定めるものとする。 

 （一部負担金の減免等） 

第２条 広域連合長は、被保険者又はその属する世帯の世帯主がおおむね過去１年以内の

間に次の各号のいずれかに該当したことにより、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定に基づく市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を減免され、若しく

は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者である者

（一部負担金の減免等により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以

下同じ。）となった場合、又は被保険者又はその属する世帯の世帯主が地方税法の規定

による市町村民税が課されない者、同法の規定に基づく市町村の条例で定めるところに

より当該市町村民税が減免されている者若しくは生活保護法第６条第２項に規定する要

保護者であって、おおむね過去１年以内の間に次の各号のいずれかに該当した場合の当

該被保険者に対して、一部負担金を減額し、一部負担金の支払を免除し、又は保険医療

機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予

することができるものとする。 

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産

について著しい損害を受けたこと。 

(2) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこ

と（当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。）。 

(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少

したこと。 

 (4) 前３号に類する事由があること。 

第３条 前条に規定するもののほか、広域連合長は、第５条第１項の規定による一部負担

金の減免の申請があった日（以下「減免申請日」という。）の属する年の前年（減免申

請日の属する月が１月から７月までの間にあっては、減免申請日の属する年の前々年と

する。）における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員

である被保険者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（高齢者の医療の確保

に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第７条第１項に規定する他の所得と



区分して計算される所得の金額をいう。）の合計額（以下「総所得金額等の合計額」と

いう。）の当該世帯における合算額が１，０００万円以下であり、かつ、被保険者又は

その属する世帯の世帯主が、減免等申請日以前６箇月の間に震災、風水害、火災その他

これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産の価額について、その１０分の

５以上に相当する額の損害を被ったと認められ、減免申請日の属する月の前月までにお

いて保険料の滞納がない、又は減免申請日において岡山県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する条例（平成１９年岡山県後期高齢者医療広域連合条例第３３号。以

下「条例」という。）第１７条の規定による保険料の徴収の猶予若しくは条例第１８条

の規定による保険料の減免を受けている被保険者に対して、一部負担金を減額し、又は

一部負担金の支払を免除することができるものとする。 

第４条 第２条に規定するもののほか、広域連合長は、次条第１項の規定による一部負担

金の徴収の猶予の申請があった日（以下「徴収猶予申請日」という。）の属する年の前

年（徴収猶予申請日の属する月が１月から７月までの間にあっては、徴収猶予申請日の

属する年の前々年とする。）における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属す

る世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した総所得金額等の合計額の当該世帯に

おける合算額が１，０００万円以下であり、かつ、被保険者又はその属する世帯の世帯

主が、徴収猶予申請日以前６箇月の間に震災、風水害、火災その他これらに類する災害

により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたと認められ、徴収猶予

申請日の属する月の前月までにおいて保険料の滞納がない、又は徴収猶予申請日におい

て条例第１７条の規定による保険料の徴収の猶予若しくは条例第１８条の規定による保

険料の減免を受けている者であり、当該一部負担金の徴収の猶予をした場合にあっては

その徴収の猶予の期間の後にその徴収を猶予した一部負担金を支払うことが見込まれる

被保険者に対して、保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収す

ることとし、その徴収を猶予することができるものとする。 

 （一部負担金の減免等の申請等） 

第５条 現に法第６４条第１項の療養の給付を受け、又は療養の給付を受ける予定があり、

第２条、第３条又は第４条に該当することにより一部負担金の減免等を受けようとする

被保険者は、所定の一部負担金減免等申請書に第２条、第３条又は第４条に該当するこ

とを明らかにすることができる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。 

２ 次条第１項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、第２条、第３

条又は第４条に該当しなくなった場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告し

なければならない。 

 （一部負担金の減免等の決定） 

第６条 広域連合長は、前条第１項の申請が第２条、第３条又は第４条に該当すると認め

たときは、一部負担金を減額する場合にあってはその減額の割合及び減額の期間を、一

部負担金の支払を免除し、又はその徴収を猶予する場合にあってはその支払の免除又は

その徴収の猶予の期間を決定し、所定の一部負担金減免等証明書を当該被保険者に交付

するものとする。 

２ 広域連合長は、前条第１項の申請が第２条、第３条又は第４条に該当しないと認めた

ときは、所定の一部負担金減免等申請却下通知書により当該被保険者に通知するものと



する。 

３ 一部負担金の減免等の期間は、減免申請日から６箇月を限度とする。ただし、広域連

合長が認める場合は、その申請の減免等の事由に該当する事実の生じた日から６箇月を

限度として一部負担金を減免等することができるものとする。 

４ 同一の申請事由に基づく再度の一部負担金の減免等は行わないものとする。 

 （保険医療機関等における取扱い） 

第７条 一部負担金の減免等を受けた被保険者は、法第６７条第１項の規定にかかわらず、

一部負担金の減額を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機

関等に支払うことをもって足り、一部負担金の支払の免除又はその徴収の猶予を受けた

被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。 

２ 法第６８条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。 

３ 前条第１項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関

等について療養の給付、法第６４条第２項第３号に規定する評価療養又は同項第４号に

規定する選定療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなけれ

ばならない。 

 （一部負担金の減免等の取消し） 

第８条 一部負担金の減免等を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為により一部負担

金減免等証明書の交付を受けたことが明らかとなったときは、申請時に遡って減免等の

決定を取り消すものとし、当該減免等の決定を取り消された者は、一部負担金減免等証

明書を返還するとともに、一部負担金の減額又はその支払の免除を受けた場合にあって

は当該一部負担金の減額又はその支払の免除により支払を免れた一部負担金相当額を返

納しなければならない。 

２ 一部負担金の減免等を受けた者が、その後の事情の変化により第２条、第３条又は第

４条に該当しなくなったと認められるときは、減免等の決定を取り消すものとし、当該

減免等の決定を取り消された者は、一部負担金減免等証明書を返還しなければならない。 

 （一部負担金の徴収手続） 

第９条 一部負担金の徴収の猶予を受けた場合において、当該被保険者は当該一部負担金

を広域連合長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。 

 （その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等の取扱いに関し必要な事項

は、広域連合長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


